
日 本 ヘ リ コ バ ク タ ー 学 会 「 ヘリコバクター感染症・上部消化管認定医」 制 度 規 定  

平成 21 年 5 月 27 日施行 平成 26 年 6 月 7 日改定 平成 28 年 3 月 18 日改定 平成 28 年 6 月 13 日改定 

平成 28 年 9 月 9 日改定 平成 29 年 3 月 16 日改定 平成 30 年 9 月 7 日改定 令和 5 年 9 月 15 日改定 

令和 8 年 4 月 3 日改定 

 

第 1章 総 則  

第 1条  

本制度は、ヘリコバクター感染症・上部消化管認定医に関する豊富な知識と優れた診療技能を有す

る医師を育成することにより、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。認定施設は優れた

診療技能を有する医師育成による国民健康貢献に資するものである。 

第 2条  

1．前条の目的を達成するために日本ヘリコバクター学会（以下学会と略記）は「ヘリコバクター感

染症・上部消化管認定医（以下認定医と略記）の申請資格」及び「認定医の認定方法」の規則によ

り認定医に対し認定証を授与する。 

2．前号の認定証はヘリコバクター感染症・上部消化管診療に関し十分な学識経験を備え、その診療

を担当する素養を有する医師であることを学会が公認するものである。  

第 3条  

本制度の維持と運営のため、学会認定医制度審査委員会（以下委員会と略記）を設け、認定医資格

ならびに認定施設資格を審査し、かつ認定するための諸制度を定める。  

第 2章 審査委員会  

第 4条  

委員会は第 1条に掲げる目的を遂行するために認定医ならびに認定施設の認定等必要な業務を行う。  

第 5条  

委員会は学会理事、学会代議員、学会会員のうち理事長が委嘱した若干名で構成する。  

第 6条  

委員会委員の任期は 2年とし、連続 3期までの再任は妨げない。  

第 7条  

委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は学会理事長の推薦をもって充て、副委員長は委員長

の指名により定める。委員長は委員会を所掌し、本制度の円滑な運営を図る。また委員会は委員長

が招集する。  

第 3章 認定医の申請資格  



第 8条  

認定医を申請できる者は下記の通りとする。 

1．日本国の医師免許証を有し、２年間の初期研修を終えた者、あるいはそれに相当する研修を終了

した者。 

2．学会の会員であり、会費を完納していること。 

3．学会主催の教育講演会に参加していること（過去 3年間に 1回以上）。 

4．学会学術集会へ出席していること（過去 3年間に 1回以上）。 

5．認定の手続（第 9条の「認定方法」をいう）を満たしていること。 

6．認定試験に合格した者。  

第 4章 認定医の申請と認定方法  

第 9条  

認定を申請するものは次の各号に掲げる申請書類を所定の期日までに学会理事長に提出するものと

する。 

1．認定医申請書 

2．医師免許証写 

3．履歴書 

第 10条  

認定審査は前条に定める申請書類及び試験によって、毎年 1回以上実施するものとする。 

認定医試験を行うため、教育講演会実行委員会ならびに試験問題作成委員会を設ける。 

認定審査の期日及び必要な事項は毎年度ホームページに公示するものとする。  

第 11条  

委員会は申請内容などを総合的に評価し、理事会に報告する。  

第 12条  

学会は合格者に対し認定証を交付する。  

第 13条  

認定期間は 5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医を呼称することは出来な

い。  

第 5章 認定医の資格更新  

第 14条  

委員会は、認定を受けてから 5年を経たときに、委員会の定める要件を満たした者について、認定

更新の審査を行い、認定医資格を更新する。 

第 15条 

認定医更新の要件は下記のとおりとする。 



1．継続して学会の会員であること。 

2．認定医取得後ならびに更新後 5 年間に、学術集会 1 回以上かつ教育講演会 1 回以上に参加した者。

ただし、同時開催の学術集会と教育講演会への参加は 1 回分として数える。 

なお、認定更新時所定の年齢（65 歳以上）を超える者については更新後５年間に、学術集会１回

以上あるいは教育講演会１回以上の参加で更新ができるものとする。 

第 6章 認定医の資格喪失  

第 16条  

認定医は次の事由により、その資格を喪失する。 

1．本人が辞退した時 

2．学会会員の資格を喪失した時 

3．申請書類に虚偽が認められた時 

4．所定の期日までに認定更新を申請しなかった時 

5．認定医としてふさわしくない行為のあった時  

第 7章 認定医の資格保留  

第 17条  

認定を受けてから更新までの 5年間に海外留学、長期病気療養などやむを得ない事情により更新が

出来ない場合は、それを証明する書類を添付して更新の保留を申し出ることが出来る。ただし、保

留期間は最長 2年間とする。  

第 8章 認定施設の申請資格 

第 18条 

認定施設を申請できる診療施設は下記の通りとする。 

１．認定医１名以上が常勤していること。 

２．ヘリコバクター感染症の診療体制が整っていること。 

 

第 9章 認定施設の申請と認定方法 

第 19条 

認定施設を申請する診療施設は次の各号に掲げる申請書類を所定の期日までに学会理事長

に提出するものとする。 

１．認定施設申請用紙 

 

第 20条 

認定審査は前条に定める申請書類によって、毎年 １ 回以上実施するものとする。認定審査

の期日及び必要な事項は毎年度ホームページに公示するものとする。 



第 21条 

認定医制度委員会は申請内容を総合的に評価し、理事会に報告する。 

第 22条 

学会は認定施設に対して認定証を交付する。また、希望する施設に対しは認定トロフィー（有

償）を交付する。 

第 23条 

認定期間は 5 年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定施設を呼称すること

は出来ない。 

 

第 10 章 認定施設の資格更新 

第 24条 

認定医制度委員会は、認定を受けてから 5 年を経たときに、委員会の定める要件を満たした

施設について、認定更新の審査を行い、認定施設資格を更新する。 

第 25条 

認定施設更新の要件は下記のとおりとする。  

１．第 18条に該当すること。 

 

第 11 章 認定施設の資格喪失 

第 26条 

認定施設は次の事由により、その資格を喪失する。 

１．第 18条に該当しなくなった時 

２．認定施設の資格を辞退した時 

３．申請書類に虚偽が認められた時 

４．所定の期日までに認定施設更新を申請しなかった時 

５．認定施設としてふさわしくない行為のあった時 

 

第 12 章 認定施設の資格保留 

第 27条 

やむを得ない事情により更新が出来ない場合は、それを証明する書類を添付して更新の保留

を申し出ることが出来る。ただし、保留期間は最長 2年間とする。 

 

第 13章 本制度の運営  

第 18条  



この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。  

第 14章 規則の施行、改廃  

第 29条  

この規則の改廃は委員会の議を経て、学会理事会で決定する。  

 

第 15章 補則  

第 30条  

この規則は平成 21年 5月 27日から施行する。  

 



 

日本ヘリコバクター学会「ヘリコバクター感染症・上部消化管認定医」制度施行細則 

平成 21 年 5 月 27 日施行 平成 26 年 6 月 7 日改定  平成 28 年 3 月 18 日改定 

令和 8 年 4 月 3 日改定 

第 1条  

日本ヘリコバクター学会「ヘリコバクター感染症・上部消化管認定医」（以下認定医と略記）制

度の施行に当たり、規定に定められた以外の事項については、つぎの各項細則に従うものとする。  

第 2条  

学会認定医制度審議委員会（以下委員会と略記）は以下の業務を行う。 

1．認定医に関する業務 

1）認定試験の実施 

2）教育講演会の開催 

3）認定医の資格審査 

4）認定医の資格更新の審査 

2．以下の委員会の運営 

1）教育講演会実行委員会 

2）試験問題作成委員会 

3．その他本制度に関する業務  

 

第 3条  

申請および審査の期日は下記に従うものとする。 

1．認定申請は認定試験に合格したものとし、認定試験日の 1ヶ月後までに申請書類を学会事務局に

送るものとする。 

2．審査は申請締切り後 2ヶ月以内に終わるものとする。 

3．認定試験、審査の結果はホームページに発表する。  

 

第 4条  

認定医の受験手数料は 10,000円、認定手数料は 20,000円とする。既納の手数料は返却しない。  

 

第 5条  

申請書様式は下記のとおりとする。 

1．認定医申請書 

2．医師免許証写 

3．履歴書（*は必須項目） 

1）学歴* 

2）職歴* 



3）業績（除菌診療実績、H. pylori 感染症に関する研究論文、学会発表等の記載） 

4．学会学術集会参加を証明するものの写（過去 3年間に 1回以上） 

5．教育講演会参加証写（過去 3年間に 1回以上） 

  

第 6条  

認定医の更新手数料は 10,000円とする。既納の手数料は返却しない。  

 

第 7条  

本細則の実施に関して生ずる疑義については、審議会の議を経て決するものとする。  

 

第 8条  

本細則の変更は、審議会で審議し、理事会の議を経て承認を受けなければならない。  

 



 
日本ヘリコバクター学会「ヘリコバクター感染症・上部消化管認定施設」制度施行細則 

令和 8 年 4 月 3 日施行 

 

第 1条 

日本ヘリコバクター学会「ヘリコバクター感染症・上部消化管認定施設」（以下認定施設と

略記）制度の施行にあたり、規定に定められた以外の事項については、つぎの各項細則に従

うものとする。 

 

第 2条   

認定医制度委員会（以下委員会と略記）は以下の業務を行う。 

1．認定施設に関する業務 

1）認定施設の資格審査 

2．その他本制度に関する業務 

 

第 3条 

申請および審査の期日は下記に従うものとする。 

1．認定申請は定められた期日までに申請書類を学会事務局に送るものとする。 

2．審査は申請締切り後 2ヶ月以内に終わるものとする。 

3．審査の結果はホームページに発表する。 

 

第 4条 

認定施設の認定手数料は 20,000円とする。既納の手数料は返却しない。 

 

第 5条 

申請書類は下記のとおりとする。 

１．認定施設申請書 

 

第 6条 

認定施設の更新手数料は 10,000円とする。既納の手数料は返却しない。 

 

第 7条 

本細則の実施に関して生ずる疑義については、委員会の議を経て決するものとする。 

 

第 8条 

本細則の変更は、審査会で審議し、理事会の議を経て承認を受けなければならない 
 


